
特別自治市の早期実現に関する決議 

あ現行の指定都市制度は、暫定的な制度として創設されてから６５年が経過し、道府県と

の二重行政や不十分な税制上の措置など、多くの課題を抱えており、大都市がその潜在能

力を十分に発揮できるような制度になっておらず、１５３万市民を擁する川崎市が、首都

圏域における大都市としての役割を果たすためには、抜本的な改革が必要である。 

あ本市では、これまでに、平成２２年に、地方分権の推進に関する方針を策定し、新たな

大都市制度の創設について位置づけるとともに、平成２５年には、特別自治市制度の基本

的な考え方を、平成２９年には、特別自治市制度の創設に向けた考え方も含めた、新たな

地方分権改革の推進に関する方針を策定し、令和４年２月には、同方針を改訂し、現在本

市が目指している大都市制度の方向性を今後、市民等へ周知していくとしている。 

あまた、令和３年１１月には、指定都市市長会の多様な大都市制度実現プロジェクトが、

特別自治市制度の実現に向けての機運醸成などを盛り込んだ最終報告をまとめ、全国市議

会議長会指定都市協議会においても、多様な大都市制度の早期実現について国等に要望を

行っているが、その一方で、神奈川県においては当該制度の実現に懸念を示している。 

あこれまでも本市議会においては、平成２３年１２月１５日に、大都市が地域の特性や実

情に合わせ、自主的かつ自立的な行財政運営を多様な仕組みで行うことを可能とする新た

な大都市制度の創設を求める意見書を議決するとともに、令和３年６月１７日には、特別

自治市制度の早期実現等を求める意見書を議決し、特別自治市の法制化に向けた議論の加

速、道府県から指定都市への税財源等の移譲について国に強く求めてきた。 

あよって、本市議会は、特別自治市制度の実現に不可欠な市民等の理解の促進に取り組む

とともに、本市を取り巻く各方面において大都市制度改革の議論が盛んになっている今、

改めて、国等において、速やかに特別自治市の制度化に向けた議論を始めるなど、特別自

治市の早期実現に向けた取組を加速させることを強く求めるものである。 

以上、決議する。 
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